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第１章  計画の趣旨及び位置づけ 

  計画の趣旨 

千葉市水道事業は、昭和35 年度の事業開始から約半世紀が過ぎ、老朽化した管路等の本格的な更

新・改良工事の時期を迎えるとともに、大規模災害への対策も必要とされている一方で、人口減少社会

の到来により営業収益の大幅な増加は見込めない状況にあることから、今後、更なる財政負担の増加が

懸念されており、水道事業※1を取り巻く環境の変化に応じた経営改善が求められています。 

令和２年度には、将来にわたって安定的に水道事業を継続していくために、更新需要及び財政収支見

通しの分析を行う「水道事業ビジョン★１」、自らの経営等についての現状把握を行い、中長期的な視野に

基づく計画的な経営について取組み、経営の効率化や健全化を行うための「経営戦略★２」、「千葉市公共

施設等総合管理計画★３（令和元年度改定）」の個別施設ごとの具体の対応方針を定める「個別施設計

画」、千葉市のまちづくりの基本方針や今後の施策展開の方向性などを示した「千葉市基本計画★４」に則

り、水道施策の課題等に対応するための「個別部門計画」の位置付けとなる「千葉市水道事業中長期経

営計画（令和３年度～令和１２年度）」を策定しました。 

計画の策定後においては、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による働き方の多様化、世界紛争か

ら物価高騰など世界経済に与えた深刻な影響、令和６年１月に発生した能登半島地震による被災により

広範囲かつ長期的に影響を及ぼす上下水道システムが未耐震であったこと等から起こった復旧の長期

化、令和7 年1 月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故における老朽化した下水道管の破断の被害拡

大など、公共インフラを取り巻く社会情勢に大きな変化が見られました。 

一方で、千葉市水道事業においては、令和６年11 月に「千葉県と千葉市の連携推進会議」を開催

し、「九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合」によって、県企業局の施設と

なる予定の長柄浄水場から第三者委託※2により千葉市営水道に送水することについて、検討を進めてい

くことについて合意し、今後、この広域連携について、県市の所管部局で詳細な条件等を協議していく

ことになりました。 

これら水道事業を取り巻く事業環境の変化を踏まえた上で、計画期間半期の5 年時において、現計画

を時点修正し、市民の生活や経済活動を支える水道を将来にわたって維持し、水の安定供給を継続する

ため、水道事業経営に関する基本計画となる「千葉市水道事業中長期経営計画」を改定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 水道事業とは、給水人口が5,001 人以上である水道により、水を供給する事業をいいます。 
※2 第三者委託とは、水道法上の責任とともに水道の管理に関する技術上の業務を委託するものをいいます。 

 づ 

★１：水道事業ビジョン 
これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵を、今後も全ての国民が継続的に享受し続けることができるよう、

50年、100年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため、厚生労働省が平成25
年3 月に「新水道ビジョン」を策定し、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策を提示しました。 

「水道事業ビジョン」とは、水道事業者が「新水道ビジョン」に基づき、安全・快適な水の供給や、災害時にも安定的な給
水を行うための施設水準の向上など、水道が直面する課題に適切に対処していくため、作成する事業計画です。 
★2：経営戦略 

平成26 年8月に総務省から出された通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」の中で、公営企業に策定を求
めている経営の基本計画です。 

人口減少、施設の老朽化が進む中で、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、中長期的な視点から経営の健全
化を実現するためのものです。 
★３：千葉市公共施設等総合管理計画 

千葉市公共施設等総合管理計画は、本市の状況や公共施設等を取り巻く現状や課題などを踏まえ、公共施設等の管理等に関
する基本的な考え方や取り組みの方向性を定めたものです。公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応
方針を定める個別施設計画を策定することが求められています。 
★４：千葉市基本計画 

千葉市基本計画は、「千葉市基本構想」で定める基本目標である「人とまち いきいきと幸せに輝く都市」の実現のために、
将来を見据えた中長期的な市政運営の基本方針を示し、必要な施策・取組みを、総合的かつ体系的に取りまとめたものです。 
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  計画の位置づけ 

本計画は、千葉市水道事業の「第3 次拡張事業※3」及び「千葉市水道事業長期施設整備計画※4」を反

映させつつ、前計画である「千葉市水道事業中期経営計画」を継承した、水道事業ビジョン、経営戦

略、個別施設計画、個別部門計画として位置づけるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-1 計画の位置づけ 

 

  計画期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和12 年度までの10 年間とします。 

※ 令和３年度から令和７年度までの５年間の社会情勢の変化や計画の進捗状況を考慮しつつ、経営戦

略の改定推進の通知※5において示される3 年～5 年以内の見直しに準拠し、令和８年度から令和

１２年度までの５年間の計画内容を見直します。 

 

 

 
※3  第3 次拡張事業とは、水道法に基づき、厚生労働省から事業認可を受けたものです。 
※4  千葉市水道事業長期施設整備計画は、将来の維持・管理費用を可能な限り抑制するため、水需要の見通し資産や耐震化の

現状を分析し、事業の精査を行い、水道施設の整備・更新費用の平準化を行ったうえで、財政収支をまとめた、今後30

年にわたり目指すべき基本的な方向性を示した計画です。 
※5  「経営戦略」の改定推進について（令和4 年1 月25 日付、総務省） 
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第２章  水道事業の経緯 

  水道事業のはじまり 

千葉市水道事業は、昭和35 年度に土気地区に深井戸を水源とする土気町簡易水道事業が創設された

ことから始まり、昭和44 年7 月に千葉市と旧土気町が合併した際に、旧土気町が行っていた3 つの簡

易水道事業※6（土気町、大椎・板倉地区、越智地区）を引き継ぎ発足しました。 

  事業の変遷 

（1） 第１次拡張事業（厚生労働大臣事業認可 昭和49 年12 月取得） 

全体の計画給水人口：25,000 人、計画１日最大給水量：10,000m3 

昭和49 年12 月に、給水人口の増加に対処するため、前述の3 地区の簡易水道事業を統合し

た上水道事業の認可を取得し、事業を開始しました。その後、昭和52 年7 月に平川浄水場を建

設し、千葉県水道局誉田給水場からの受水を開始するとともに、配水管網の整備を進めました。 

（2） 第２次拡張事業（千葉県知事事業認可 昭和60 年3 月取得） 

全体の計画給水人口：49,900 人、 計画１日最大給水量：27,700m3 

土気南特定土地区画整理事業（あすみが丘）の進展、千葉土気緑の森工業団地造成事業（大野

台）の開発、専用水道※7からの切替による水需要の大幅な増加が見込まれる状況となり、土気地

区全域を給水区域とする事業を開始し、大木戸浄水場の建設や配水管網の整備を進めました。 

（3） 第３次拡張事業（厚生労働大臣事業認可 平成15 年4 月取得） 

全体の計画給水人口：78,100 人、 計画１日最大給水量：33,700m3 

泉地区における未給水区域の解消と水需要の増加に対処するため、平成15 年4 月に2 つの簡

易水道事業（若葉北部地区、ちばリサーチパーク）を上水道事業に統合し、平成19 年3 月には

安定した給水の拠点施設となる高根給水場を建設、配水管網の整備を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-1 水道事業の拡張図 

 
※6  簡易水道事業とは、給水人口が5,000 人以下である水道により、水を供給する事業をいいます。 
※7  専用水道とは、住宅団地や学校などで自家用に使用している水道、または水道事業以外の水道(地下水等)のうち、居住者

が100 人を超えるもの、または人の飲用等に使用する給水量が1 日最大20m3を超えるものをいいます。 
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  給水区域※8 

千葉市内の水道は、千葉市水道局、千葉県企業局及び四街道市上下水道部により給水しています。 

このうち、千葉市水道局は、若葉区と緑区の各一部を給水区域（千葉市行政区域内の約３０％）とし

ておりますが、給水人口が約５万人と、市全体人口の約５％にとどまっており、スケールメリットが活

かせていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-2 千葉市内の水道 

各水道事業者の給水区域の面積、給水区域内人口※9、給水人口※10及び水道普及率※11（以降「普及率」

と表記）を示します。 

表 ２-1 千葉市内の水道普及状況     （令和7 年3 月末現在） 

 

 
※8  給水区域とは、当該水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水を行うこととした区域をいいます。  
※9  給水区域内人口とは、給水区域内の居住人口をいいます。 
※10  給水人口とは、給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいいます。 
※11  水道普及率とは、現状における給水人口と給水区域内人口の割合をいいます。 

事業者 面積（km2） 給水区域内人口（人） 給水人口（人） 普及率（％） 

千葉市水道局 
80.28  

（29.5％） 

53,601  

（ 5.5％） 

44,884  

（ 4.7％） 
83.7  

千葉県企業局 
190.93  

（70.3％） 

928,633  

（94.3%） 

910,466  

（95.1％） 
98.0  

四街道市 

上下水道部 

0.56  

（ 0.2％） 

2,123  

（ 0.2％） 

2,123  

（ 0.2％） 
100.0  

合計 271.77  984,357 957,473  97.3  
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第３章  水道事業の現状と課題 

  給水人口及び水需要 

平成15 年度に認可変更した第3 次拡張事業で用いた将来人口推計※12では、給水人口などの大幅な増

加が見込まれていました。しかし、想定ほど人口が伸びなかったことなどにより、推計値と実績値に大

きな乖離が生じました。そのため、平成21 年度には、市内の行政区域内人口を推計した「千葉市人口

動態等基礎調査報告書※13（平成21 年度）」を基に給水人口などを推計しましたが、想定よりも早く人口

減少に転じたことや、節水意識の向上（節水機器の普及）による使用水量の減少などが要因となり、推

計値と実績値に乖離が生じています。 

当初計画では、平成30 年度に改定された「千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦

略※14」により、千葉市の将来人口推計が見直しされたことや、昨今の社会情勢などを考慮し、給水区域

内の水需要精査※15を行いました。改定計画では、令和４年度に策定された「千葉市基本計画※16」によ

り、千葉市の将来人口推計が新たに示されたことや、当初計画の策定時から現在までの社会情勢の変化

などを考慮し、給水区域内の水需要精査の見直しを行いました。 

平成21 年度から令和元年度までの給水人口及び1 日平均給水量について、推計値と実績値の推移を  

図 3-1 に示します。また、同期間の給水人口及び普及率について、推計値と実績値の推移を図 3-2 に

示します。 

 

（令和3 年3 月末現在） 

 

図 ３-1 平成21 年度から令和2 年度までの給水人口及び給水量の推移（推計値及び実績値） 

 
※12  平成11 年に千葉市の将来ビジョン策定時に作成された将来人口推計を基に、給水人口などの推計を行いました。 
※13  千葉市人口動態等基礎調査報告書とは、平成21 年にコーホート要因法（人口変化の要因として、出生、死亡、転入、

転出を考え、性別・年齢別のグループごとに検討し、基準年次の将来人口を推計する手法）を基に、千葉市の各区の行

政区域内人口などを推計したものをいいます。 
※14  千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略は、人口現象の克服と地域の活性化に取り組みつつ、千葉市

独自の地方創生を実現するため、平成27 年度に策定されました。その後、各種統計データが更新されたことを踏ま

え、将来人口推計を見直すとともに、千葉市第3 次実施計画との整合を図り平成30 年度に改定されました。 
※15  水需要精査とは、将来人口推計から、給水人口などの将来値を分析・整理することをいいます。 
※16  千葉市基本計画は、100 年先の未来を見据え、市民・団体・企業・大学等を含む教育機関、そして行政などまちに関係

する多様な主体がともに手を携えながら、わたしたちの千葉市をより豊かなものとしていくためのまちづくりの方向性

を明らかにする計画として、令和４年度に策定されました。 
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令和3 年度から令和32 年度までの給水人口と給水量の実績・将来推計※17を図 ３-2 に示します。 

給水量の実績では、新型感染症への対策としてテレワークが推奨されたことで、令和3 年度において

一時的に増加が見られましたが、その後、減少傾向となりました。給水量の推計では、令和７年度にピ

ークを迎えるものの、将来的には給水人口及び給水量ともに減少に転じると予想されます。改定計画の

将来推計は、当初計画に比べて減少勾配が大きくなりますが、これは見直しされた緑区における将来人

口推計の減少の影響によるものです。 

今後の課題としては、将来的に給水人口及び給水量ともに減少し、給水収益も減少していくことが想

定されます。さらに、給水量が減少しているのに現状の施設規模のまま運用していくと、施設能力の余

剰分が増えて施設利用率が下がってしまい、非効率な施設運用を行うことになります。 

 

（令和７年3 月末現在）  

 
図 ３-2 令和3 年度から令和32 年度までの給水人口及び給水量（実績・将来推計） 

 
※17  令和3 年度から令和6 年度の給水人口及び給水量は実績になります。 

当初計画給水人口の将来推計は、「千葉市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略」（平成30 年度改定）に

て公表された将来人口推計を基に、改定計画給水人口は、「千葉市基本計画」（令和４年度策定）の将来人口推計を基

に、給水区域内の給水人口を推計しています。 

給水量の将来推計は、生活用水、業務・営業用水、工業用水などから構成される有収水量の推計値となっています。 

生活用水量は、給水区域内の給水人口の推計と生活用水原単位（一日一人当たりの使用量）の積から算出しており、業

務・営業用水量や工業用水量は、給水区域内の官公庁や学校、病院、工場などで、現時点で整備予定がある施設の水需

要を反映して算出しています。 
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  水運用、水質及び環境 

（1） 水源（水利権及び施設利用権） 

千葉市水道局の水運用は、第２次拡張事業に伴い霞ヶ浦導水事業※18の水利権を確保し、その

後、第３次拡張事業に伴い霞ヶ浦開発事業※19の水利権を取得しており、これらの水利権を活用す

るため、房総導水路施設※20の施設利用権を取得しています。 

また、霞ヶ浦導水事業については、平成21 年度に実施した水需要精査の結果により、千葉市

水道局は、平成22 年度に事業からの撤退を表明し、平成28 年3 月に国土交通省の事業計画の

変更が行われ、平成29 年度に撤退に伴う事務処理が完了しています。 

計画では、これらの水源等を活用し、千葉県企業局と浄水場を共同建設することとしています

が、前項で述べたとおり、水需要の増加が見込まれないことなどから、浄水場の建設は行ってい

ない状況にあります。 

このようなことから、取得した水源等の活用ができていないことが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-3 水利権及び施設利用権 

 
※18  霞ヶ浦導水事業とは、国（所管：国土交通省）が事業主体となり、那珂川と霞ヶ浦を那珂導水路、利根川と霞ヶ浦を利根

導水路で連絡し、利根川及び那珂川の渇水対策、新規都市用水の確保などを目的とする流況調整河川事業をいいます。 
※19  霞ヶ浦開発事業とは、（独）水資源機構が事業主体となり、霞ヶ浦の護岸周囲に堤防を築造し、沿岸部を洪水より防御す

るための治水事業と、霞ヶ浦を貯水池としてかんがい用水をはじめ、都市用水を開発するための利水事業をいいます。 
※20  房総導水路施設とは、（独）水資源機構が事業主体となり、千葉県の九十九里沿岸地域・南房総地域等の水道用水と千葉

臨海工業地帯及び周辺の工業用水の水需要に応えるため、利根川水系の水を運ぶ導水事業をいいます。 

房総導水路施設〈（独）水資源機構所管〉 

霞ヶ浦導水事業 〈国土交通省所管〉 

平成29年度.      千葉市撤退 

千葉市分   0.06 m3/s 
（4,900 m3/日） 

霞ヶ浦開発事業〈（独）水資源機構所
管〉 
千葉市分 0.351 m3/s 

（28,800 m3/日） 
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（2） 給水量及び水の流れ 

令和6 年度の総給水量は約455 万m3となっており、その総給水量の割合は、千葉県企業局か

らの受水91％、地下水9％になっています。 

     （令和7 年3 月末現在）     

 
図 ３-4 給水量の割合 

 

千葉市の主な水道施設は、図 3-5 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-5 水道施設配置図 
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水の流れは、図 3-6 のとおりです。 

緑区の水の流れでは、平川系統、大木戸系統、大野台系統、土気系統が相互連絡しており、若

葉区では高根系統、更科系統、ちばリサーチパーク系統が相互連絡しています。 

千葉市水道局は、総給水量の約9 割を千葉県企業局からの受水で賄っていることから、非常時

に備えた受水系統のバックアップが課題となります。（送水管の二系統化：令和5 年度完了） 

一方で、一部系統の中に配水管未整備の地域が存在しており、すべての系統に安全で安心な水

を届けられていないことが、課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 ３-6 水の流れ 

 

受水系統のバックアップ 

送水管の二系統化 

令和5年度完了 
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（3） 水質 

水源から蛇口に至る各段階でどのような危害があるかを把握し、その危害を防ぐため「水安全

計画※21」を作り、その計画に基づき適正な管理を行い、水質への影響を未然に防止しています。 

お客様に供給している水道の水質は、更科浄水場や大野台中央公園などで採取した水を定期的

に水質検査※22し、水道法で定められている基準を全て満たしているか確認しながら、安全な水を

供給しています。 

水道を取り巻く環境が変わりゆく中、国の動向を注視しながら必要に応じて水質検査項目の見

直しを行う必要があります。昨今においては、国が令和2 年4 月に、水道水中のＰＦＯＳ（ピー

フォス）・ＰＦＯＡ（ピーフォア）※23の水質管理目標を設定しました。その後、専門家会議等に

よる調査・検討が進められ、閣議決定を経て、令和8 年4 月から、水道法に基づく水質基準項目

へと引き上げられます。 

今後も引き続き水道水の安全性を確保していくため、変わりゆく環境に合うように適宜「水安

全計画」を更新しながら、適切に水質管理していくことが重要です。 

また、お客様や受水槽の管理者が適正な水質の水を使用していただくためには、所有する水道

設備の点検を行うなど、適切に維持管理していくことも重要です。 

 

表 ３-1 水質検査している項目 

（令和７年3 月末現在） 

水質検査 

項目 
説 明 項目数 

遵守義務 

検査義務 
項目名 

過去３年の 

検査結果 

水質基準項目 

飲み水の安全性を確保する

ために水道法で基準を満た

すことを義務付けられた項

目 

51 有 
pH 値、味、臭気、

色度、濁度など 
良好 

水質管理目標 

設定項目 

水道水中での検出の可能性

があるなど、水質管理上留

意すべき項目 

24 無 
残留塩素 

農薬類 など 
良好 

要検討項目 

毒性評価が定まらないこと

や、浄水中の存在量が不明

などの理由から水質基準項

目、水質管理目標設定項目

に分類できない項目 

6 無 
ダイオキシン類、

放射性物質など 
良好 

◎過去3 年の水質検査結果の詳細については、千葉市水道局のホームページにある「水道水の水質
状況」をご覧ください。 

◎PFOS・PFOA が水質基準項目に引き上げられるため、令和8 年4 月からの項目数は、水質基準
項目：52、水質管理目標設定項目：23 になります。 

 
※21  水安全計画とは、水源から蛇口までの水道水質に悪影響を及ぼす可能性のある危害の抽出及び評価と、その危害の管理

及び対応方法を定めた品質管理システムをいい、厚生労働省から各水道事業体へ策定が推奨されているものです。 
※22  水質検査は、厚生労働省からの通知により、毎年策定する水質検査計画に沿って実施しています。水質検査計画とは、

水道法施行規則及び通知に基づき、定期及び臨時の水質検査の項目、頻度、採水場所などを定めたものです。 
※23  PFOS・PFOA は、2000 年代の初め頃まで、様々な工業で利用され、平成23 年以降、環境中での残留性や健康影響

の懸念から、国際的に規制が進み、現在では、日本を含む多くの国で製造・輸入等が規制されています。国は、令和2

年に水道水中の目標値（50ng/㍑）を定め、これを超えないよう取り組みを進めています。今後は、令和8 年4 月か

ら、水道法に基づく水質基準項目（50ng/㍑）へと引き上げられます。 
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（4） 環境への配慮 

産業革命以降、化石燃料等の消費が増えたことによって大気中の温室効果ガスが増加し、世界

の平均気温は上昇し続けています。地球温暖化は、近年の豪雨や猛暑などの気候変動のリスクの

一因として予想されています。 

2020 年（令和2 年）10 月、政府は2050 年（令和32 年）までに温室効果ガス※24の排出

を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。また、2021 年

（令和3 年）10 月には、温室効果ガス削減目標として、2050 年（令和32 年）カーボンニュ

ートラル※25を目標に掲げ、2030 年度（令和12 年度）までに、温室効果ガスを2013 年度比

（平成25 年度比）で46％削減を目指すNDC※26を国連に提出しました。 

千葉市においても、2023 年（令和5 年）3 月に、「千葉市地球温暖化対策実行計画」を策定

し、2050 年（令和12 年）のカーボンニュートラル実現に向けた将来像や、２０３０年度（令

和１２年度）までの対策の目標と具体的な取組みを掲げています。 

水道施設では、様々な設備を動かすために、多くのエネルギーを使用しています。このため、

水道事業における温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会の実現に貢献することが水道

事業者としての責務となります。 

 

 

 
※24  温室効果ガスとは、CO2、メタン、N2O（一酸化二窒素）、フロンガスなど、太陽からの熱を吸収・保持することで、地

球の温度を上昇させる働きを持つガスのこと。 
※25  カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量をできる限り削減し、削減できなかった分については同じ量を「吸

収」または「除去」することで、温室効果ガスの排出を全体としてゼロとするというもの。 
※26  NDC (Nationally Determined Contribution)とは、パリ協定に基づいて各国が提出する温室効果ガス削減目標。 
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  現有施設 

（1） 管路・設備の更新 

管路や設備（機械、電気、計装等）の更新については、千葉市水道事業長期施設整備計画にお

いて、厚生労働省（現在は、国土交通省）が公表している更新基準の設定例等をもとに更新実績

を踏まえて設定した更新基準を基本とし、法定耐用年数から実使用年数までの間において計画的

な更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-7 法定耐用年数から実使用年数までの間に更新するイメージ（例） 

 

コロナ渦以降、世界的な物価上昇等による影響から、事業費が増え、当初計画とおりに事業が

進められていない状況となっています。昨今の物価上昇を加味した上で、更に将来の上昇傾向を

考慮した更新費用を設定し、継続的に事業を進めることができるよう、事業計画の見直しを行う

ことが重要となります。 

 

 （令和7 年4 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-8 物価上昇の傾向（建設工事費デフレーター）※27 

 

 
※27  建設工事費デフレーターとは、建設工事に係る「名目工事費額」を基準年度の「実質額」に変換する指標のことで、国

土交通省が作成しています。デフレーター値は、工事種類の中において「上・工業用水道」になります。 
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（2） 浄水場など※28 

ア  設備※29の老朽化状況 

令和６年度末現在の機械・電気・計装設備などの対象設備は、7 つの浄水場等にて約440 点

となっています。 

 

図 3-9 の左図は、機械・電気・計装設備などの更新対象設備、全対象設備に対する更新対象

設備の割合を示したものです。令和6 年度には、すでに法定耐用年数に達した更新対象設備が

約72％あり、令和12 年度には約91％が更新の対象になることを示しています。また、更新

時期を実使用年数まで延ばすと、法定耐用年数で更新する場合に比べて、更新対象設備点数が

若干減りますが、それでもすでに多くの設備が実使用年数を超えた状態となっています。 

図3-9 の右図は、設備の更新実績を示したものであり、設備の老朽化に対して更新が追いつ

いていない状況となっています。 

 

また今後、水需要の減少が見込まれており、このままの施設数・能力による運用になると過

大能力となってしまい、非効率な施設運用を行うことになりますので、施設規模を考慮した施

設統廃合等を検討し、計画的な更新を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 設備の老朽化状況《左図》… R6：過年度を含めた累計値、R7 以降：当該年度の値 

図 ３-9 設備の老朽化状況《左図》及び更新状況《右図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※28  浄水場などとは、送水場、浄水場、及び給水場をいいます。 
※29  設備とは、受電機器、変電機器などの電気機器や、送配水ポンプなどの機械機器、流量や圧力などを計測する計装機器

をいいます。 
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図 ３-10 浄水場等の設備 

 

イ  設備の耐震化状況 

令和6 年の能登半島地震では、最大約14 万戸が断水するなど、上下水道施設に甚大な被害

が発生しました。水道ついては、浄水場や配水池、これに直結する管路である「急所施設」の

耐震化が未実施であったことが被害拡大の原因とされ、その後、国からの耐震化状況の調査や

上下水道一体での耐震化計画策定の要請など、インフラ施設への耐震化対策への関心が高まっ

ています。 

 

浄水場などは７箇所あり、平成29 年度に実施した簡易耐震診断※30の結果、土気浄水場を除

いた浄水場などは、レベル1 地震動※31の耐震性能が確保されています。なお、第3 次拡張事

業において予備施設である土気浄水場は、老朽化が著しく、廃止に向けた検討が必要です。 

レベル２地震動※32については、土気浄水場の耐震性能が確保されていないほか、平川浄水場

と大木戸浄水場の耐震性能が確認できていない状況となっています。今後は、簡易耐震診断結

果を基礎資料として、施設の優先順位を考慮しながら詳細耐震診断を実施し、基準を満たして

いない場合は、将来の施設運用を考慮した上で、補強方法や施工方法など十分な検討を行う必

要があります。 

 

表 ３-2 簡易耐震診断における耐震性能の状況 

 

場 所 設計年度 Lv1 耐震性能 Lv2 耐震性能 

土気浄水場 昭和35 年 無 無 

平川浄水場 昭和52 年 有 未確認 

大木戸浄水場 平成2 年 有 未確認 

更科浄水場 平成9 年 有 有 

大野台送水ポンプ場 平成10 年 有 有 

ちばリサーチパーク浄水場 平成11 年 有 有 

高根給水場 平成16 年 有 有 

 
※30  簡易耐震診断とは、水道施設や管理の実態を把握し、主要施設における耐震診断などを調査したものをいいます。 
※31  レベル１地震動とは、施設の供用期間中に発生する確率が高い地震動のことをいいます。 
※32  レベル2 地震動とは、過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動のことをいいます。 
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（3） 管路 

管路の種別は、基幹管路（導水管※33、送水管※34、配水本管※35）と一般管路（配水支管※36）で

構成されています。厚生労働省の新水道ビジョンでは、管路の適切な更新と全ての基幹管路が耐

震化されることが目標として掲げられています。 

 

ア  管路の老朽化状況 

令和６年度末現在の管路総延長は、約3８1 ㎞となっています。今後、法定耐用年数※3740

年を迎える管路が増加していくことから、重要度、老朽度、耐震性などを考慮した計画的な管

路の更新が必要です。 

また今後は、多くの管路が法定耐用年数に到達し、管路経年化率が上昇していくことが予測

されます。これは第2 次拡張事業において集中的に整備した管路の更新ピークによる影響であ

り、更新対象管路の急激な増加とそれに伴う更新費用の高騰が危惧されます。 

 

図 3-11 の左図は、更新対象管路延長と管路の総延長に対する更新対象管路延長の割合を示

したものです。令和6 年度には、すでに法定耐用年数に達した更新対象管路が約11％あり、

令和12 年度には約13％が更新の対象になることを示しています。また、更新時期を実使用年

数まで延ばすと、更新対象管路がほぼなくなることから、現時点においては、概ね方針に基づ

き更新ができている状況となります。 

図 3-11 の右図は、管路の更新実績と管路更新率※38を示したものです。世界的な物価上昇

や入札不調による理由から、当初計画よりも事業に遅れが生じているため、事業の見直しを行

い、継続的に更新を進めていくことが重要です。今後は、更新対象管路の増加や水需要の減少

が見込まれることから、施設規模を考慮した施設統廃合や管路のダウンサイジング等を検討

し、計画的な更新を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 管路の老朽化状況《左図》… R6：過年度を含めた累計値、R7 以降：当該年度の値 

図 ３-11 管路の老朽化状況《左図》及び更新状況《右図》 

 
※33  導水管とは、取水施設を経た水を浄水場まで導く水道管をいいます。 
※34  送水管とは、浄水場から配水施設までに浄水を送る水道管をいいます。 
※35  配水本管とは、管網の主要構成管路で、配水支管へ浄水を輸送する役割だけで給水管への分岐がない水道管をいいます。 
※36  配水支管とは、配水本管から受けた浄水を給水管に分岐する水道管をいいます。 
※37  法定耐用年数とは、地方公営企業法施行規則に定められた、資産価値を償却するための年数を定めたものです。 
※38  管路更新率とは、当該年度に更新した管路延長の割合を示す指標で、管路の更新や状況を把握できます。 
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イ  管路の耐震化状況 

千葉市水道事業の歴史は浅く、布設されている管路の総延長が短いうえ、耐震管※39や耐震適

合管※40を比較的早く採用していることから、令和６年度末現在の管路の耐震化率※41は56.3%

となっています。また、基幹管路の耐震化率は71.1%となっており、国土交通省が公表してい

る全国平均※42と比較しても高い水準となっています。 

管路の耐震化には費用と期間を要することから、重要度、老朽度及び耐震性などの優先順位

を考慮し、計画的に管路の耐震化を進めていく必要があります。 

 

令和6 年度能登半島地震において、最大約14 万戸が断水するなど上下水道施設に甚大な被

害が発生しました。災害時においても従前どおり水の使用を可能とするためには、水道と下水

道の両方の機能を確保することが重要です。特に、水道管路においては、避難所等の「重要施

設」に接続する管路の耐震化を優先的に進めていく必要があります。千葉市水道事業では、千

葉市下水道部局とともに策定した「上下水道耐震化計画（R7.1）※43」に基づき、避難所等の重

要施設に接続する水道管路の耐震化を進めていきます。 

 

 

表 ３-3 管路の耐震化状況 

    （令和７年3 月末現在） 

項 目 耐震化率 基幹管路の耐震化率 

千葉市水道事業 
56.3 ％ 

（214.4km／380.9km） 

71.1 ％ 

（17.87km／25.14km） 

全国平均（令和５年度末） － 43.3 ％ 

 

表 ３-4 上下水道耐震化計画 

                           （令和７年3 月末現在） 

項 目 指 標 

水道管路の耐震化済み 

の重要施設 
11 箇所 

耐震化した管路延長 35.3 kｍ 

耐震化率 72.9 ％ 

※ 対象の全重要施設：30 箇所、対象の全管路延長：48.4 kｍ 

 

 
※39  耐震管とは、現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動において、管路の破損や継手の

離脱等の被害が軽微な管をいいます。 
※40  耐震適合管とは、耐震管とは、現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動において、地

盤によっては管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいいます。 
※41  耐震化率は、上下水道耐震化計画の国指標である耐震化率（耐震適合率）を参考に、従来の耐震適合率の値で示した指

標。 耐震化率（耐震適合率）  ＝ （耐震管及び耐震適合管の延長）／（対象管路の延長） 
※42  国土交通省が公表している令和５年度末時点における全国平均を使用しています。 
※43  上下水道耐震化計画とは、水道事業者と下水道管理者が、上下水道システムの「急所施設」の耐震化と、避難所等の

「重要施設」に接続する上下水道管路に対して、耐震化を行うための計画です。 
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  （一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会提供）        

図 ３-12 耐震管（ダクタイル鋳鉄管GX 型）の抜け防止実験 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会提供）           

図 ３-13 耐震管（ダクタイル鋳鉄管GX 型）の継手構造 
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  災害対策 

（1） 災害対応 

災害時は、水道施設の被害軽減を図り、かつ災害時における応急復旧対策及び応急給水対策を

確立することにより、お客様の水を確保する必要があります。 

千葉市水道局では、「千葉市地域防災計画※44」を上位計画として、「千葉市水道事業震災対策計

画※45」を策定しています。当該計画の中で千葉市水道局（水道部）の対応を定めており、災害時

の千葉市内（他の水道事業の給水区域を含む）の飲料水の供給については、千葉市地域防災計画

に基づき、基本的に千葉市水道局（水道部）が行います。 

また、千葉市水道事業としての災害対応については、発災から応急復旧に至るまでの非常時対

応に特化し、具体的な行動手順について定めた「千葉市水道局業務継続計画（ＢＣＰ）※46」を策

定しています。災害時において、千葉市水道事業はＢＣＰの行動手順に従い対応します。 

千葉市水道事業震災対策計画とＢＣＰは、目的や対応範囲が異なるものの、一部内容の重なる

ところがあるため、その整合を図りつつ、限りあるリソースでも対応できる計画へと見直しを行

う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-14 震災時の対策フロー 

 
※44  千葉市地域防災計画とは、災害対策法（昭和36 年法律第223 号）第42 条の規定により、本市における災害に対処す

るため基本的かつ総合的な計画として、千葉市防災会議が作成した防災計画です。本市各局は、本計画に定める分掌事

務の実施に関し、それぞれの責務が十分果たせるように部門別計画やマニュアルをあらかじめ定め、より具体的な災害

の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策の推進体制の整備に努めることとしています。 
※45  千葉市水道事業震災対策計画とは、千葉市地域防災計画を上位計画として位置付け、市民生活の各分野に重大な影響を

及ぼす恐れのある大規模な地震災害に対処するため、国、県、他水道事業者との有機的な連携のもと、事前対策として

水道施設の被害軽減を図り、かつ災害時の対策として、応急復旧対策、応急給水対策を確立することにより、災害時の

市民の水確保を目的とし、千葉市水道局（水道部）の行動指針・実働マニュアルを取りまとめた計画です。 
※46  千葉市水道局業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）とは、千葉市水道事業として、災害時発生時に利用

できる人的・物的資源（リソース）が限られた中でも、災害復旧に必要な対応を迅速に実施できるよう策定した計画で

す。 

浄水場

水道局震災対策本部

（水道事業事務所長）

水道技術管理者

運搬

復 旧 班 応急給水班 広 報 班 総 務 班

住民への給水

避難所
（貯水槽）

医療機関等

他都市

応援隊

受入

指示

住民からの給水要望

応急復旧

耐震性井戸

千葉市水道局震災対策本部

（市営水道給水区域）

水道局応急対策会議

１．人員の配備 ２．水道施設の被害状況の把握

３．災害情報の収集及び整理 ４．応急給水対策

５．水道施設の復旧対策 ６．他公共団体等への協力要請

７．その他応急対策

・飲料水の確保

・災害復旧

千葉県企業局水道事業

震災対策本部・現地対策本部

（県営水道給水区域）

四街道市災害対策本部（水道事業）

（御成台1～3丁目）

水道部長

（水道局長）

水道部職員

（水道局職員）

千葉市災害対策本部

（水道部）

被害状況

把握

－－ 被害状況把握の方法 －－

・市本部、区本部への被害情報

・県災害対策本部への被害情報

・市民からの市水道局への通報

・市民から県企業局水道事業所等への通報

・市民から四街道市水道事業センターへの通報
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令和６年１月の能登半島地震では、上下水道施設に甚大な被害が発生するとともに、特に、浄

水場や配水池、下水処理場に直結する管路等の上下水道システムの急所施設の耐震化が未実施で

あったこと等により、復旧に長期間を要しました。また、災害復旧にあたっては、避難所等で水

を使えるようにするために 上下水道一体での復旧を図りました。災害時において早期に復旧対応

するためにも、上下水道一体での協力体制の構築が重要になります。 

 

（2） 相互応援に関する協定 

震災に伴い関係機関と連携が取れるよう、以下の協定を結んでいます。災害が発生した場合に

備え、各種協定の下、関係機関との協力体制を確立し業務を継続していく事が必要です。 

ア  社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援に関する協定 

地震、異常渇水などの災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復できるように、以下の

3 つの活動に係る千葉県支部の体制に関し必要な事項を定めたものです。 

⚫ 日本水道協会の千葉県支部に属する会員間における相互応援活動 

⚫ 日本水道協会の関東地方支部に属する都県支部間における相互応援活動 

⚫ 日本水道協会の他の地方支部と関東地方支部との間における相互応援活動 

 

イ  千葉県水道災害相互応援協定 

地震、異常渇水その他の水道災害において、千葉県内の水道事業者及び水道用水供給事業※47

者並びに、芝山町が、千葉県の調整の下に行う応援活動について必要な事項を定めたもので

す。 

 

ウ  災害時における水道施設の復旧に関する協定 

千葉市水道局と協同組合千葉市管工事業協会が締結した協定であり、管理する導水管、送水

管、配水管、給水管における災害時の復旧に関し、必要な事項を定めたものです。 

 

◎千葉市が締結している相互応援に関する協定については、千葉市総務局危機管理課のホームペー 

ジにある「災害時応援協定一覧」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※47  水道用水供給事業とは、水道事業者に対して水を供給する事業をいいます。 
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（3） 震災対策訓練及び災害時対策 

ア  震災対策訓練 

地震、異常渇水その他の水道災害において、千葉県内の水道事業者及び水道用水供給事業※48

者並びに、芝山町が、千葉県の調整の下に行う応援活動について必要な事項を定めたもので

す。 

人材育成・組織力強化及び危機管理対策を目的として「千葉市水道局業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）」や「千葉市水道事業震災対策計画」等に基づき、応急給水※49を想定した訓練やBCP に沿

った震災対策訓練を関係機関と合同で実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-15 応急給水訓練 

 

イ  災害時対策 

令和元年9 月の台風15 号に伴う停電により、マンションなどの各部屋へ給水している給水

ポンプが停止し、断水が発生しました。このため、災害時に停電等しても、地上階で水道を使

用することができる非常用給水栓等※50の設置が重要です。 

 

 

 
※48  水道用水供給事業とは、水道事業者に対して水を供給する事業をいいます。 
※49  応急給水とは、配水施設、その他の故障などにより水道による給水ができなくなった場合に、給水車やその他の運搬具

を用いて水道使用者に水を供給することをいいます。 
※50  非常用給水栓等とは、受水槽や増圧ポンプの手前に取り付ける直結給水栓や、受水槽に取り付けて非常時に受水槽内の

水を利用できるようにする非常用給水栓をいいます。 
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  水道事業経営 

（1） 経営の状況 

お客様に水をお届けする水道システム全体を、将来にわたり適切に管理し安全な水を安定的に

供給するためには、水道事業を持続的に経営する財源の確保が重要です。 

本市は、有収水量密度※51が表 ３-5（P22 参照）に示すとおり、全国平均を下回ることから、

投下資本に対する回収率が著しく低い地域を給水エリアにしている状況の中で、概ね99.6％の高

い収納率※52の維持や、民間委託の推進、組織体制の整備に取り組むなど、効率的な事業経営に努

めてきました。 

しかしながら、給水量に対して適正な規模に見直しが必要な施設があることや、施設の整備を

企業債※53に依存して実施してきたことにより、収益的収支※54が圧迫されている状況にあります。

一方、水道料金などは市民負担の公平性を図るため、市内の給水人口の約95％に給水を行ってお

り経営効率の異なる千葉県企業局と同一料金としているため、料金回収率は100％を大幅に下回

り、収益的収支における不足を国の基準外となる一般会計繰入金※55により補ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-16 一般会計繰入金の推移 

 
※51  有収水量密度とは、水道事業の経営を左右する要因である地理的条件を比較するための指標をいいます。 
※52  収納率とは、お客様に支払っていただくべき水道料金に対して、実際に支払われた割合をいい、本文中の収納率は６月

末時点の数値を示しています。 
※53  企業債とは、地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債をいいます。 
※54  収益的収支（3 条収支）とは、地方公営企業の経常的企業活動に伴い発生するすべての収入と支出をいいます。 

収入：給水収益、一般会計補助金他  支出：受水費、減価償却費、支払利息他 
※55  一般会計繰入金に関しては、地方公営企業法において一般会計等が負担する経費についての負担区分のルールを、毎年

度「繰出基準」として総務省より通知されています。この基準に基づく繰入金を基準内繰入金といい、それ以外を基準

外繰入金といいます。 
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また、取得した水源が活用できていないことから、補てん財源※56（内部留保）が枯渇し、平成

28 年度からは資本的収支※57においても基準外の一般会計繰入金を計上することになったため、

この10 年で一般会計繰入金の総額は大きく上昇しています。 

今後については、将来的に給水人口の減少などによる給水収益の落ち込みが想定される中で、

老朽化した施設の更新や自然災害に対する取り組みの強化などに多くの資金が必要となり、今ま

で以上に厳しい経営環境の下で事業運営を行わなければなりません。経営を健全化するため、今

までと同様に経費の削減などに努めるのはもちろんのことですが、困難な状況の中でできること

は限られており、広域的な連携など将来の水道事業のあり方について検討するとともに、関係機

関と協議・調整を進めていく必要があります。 

 

表 ３-5 有収水量密度 

（単位：千m3／ha） 

 千葉市水道局 千葉県水道局 県内類似団体※58平均 全国平均 

（ 令 和 ５ 年 度 ） （ 令 和 ５ 年 度 ） （ 令 和 ５ 年 度 ） （ 令 和 ５ 年 度 ） 

有収水量密度 0.77 4.39 0.31 1.18 

◎有収水量密度 ＝ 有収水量（千m3）／給水区域面積（ha） 

ア  給水収益の推移 

水道事業における収益の根幹である給水収益は、給水人口の伸び悩みなどから減少傾向と 

なっています。 

そのような状況の中で本市は、漏水などの早期発見に努めることで高い有収率※59（表３-6）

（Ｐ23）を維持するなど、効率的な経営に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-17 給水収益などの推移 

 
※56  補てん財源とは、損益勘定留保資金（収益的収支における減価償却費などの非現金支出）と当年度純利益などからな

り、企業内に留保される資金のことです。 
※57  資本的収支（4 条収支）とは、施設の建設改良に関する投資的な収入と支出をいいます。企業の将来の経営活動の基礎

となり、収益に結びついていくものです。一般的に、支出のうち企業債償還金に充当する財源がないため、収支不足と

なりますが、これに上記「補てん財源」を充てることになります。 

収入：企業債、一般会計出資金他  支出：建設改良費、企業債償還金 
※58  県内類似団体とは、県内の市営末端給水事業者のうち、給水人口が３万人以上5 万人未満の事業者をいいます。 
※59  有収率とは、施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標をいいます。 
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表 ３-6 有収率 

 

 

 

◎有収率 ＝ 有収水量※60（m3）／給水量（m3） 

 （令和5 年度 全国平均 89.4％） 

 

イ  料金回収率の推移 

料金回収率は、水道水１m3を給水するのに必要なコストを給水収益で賄えているかを示す指

標で、独立採算を原則とする公営企業においては、100％以上となっているのが望ましいとさ

れています。 

しかし、本市は、経営効率の異なる千葉県企業局と同一料金としていることなどから、料金

回収率は100％を大幅に下回り、これまでは概ね50％で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-18 料金回収率などの推移 

 

     ◎料金回収率 ＝ 供給単価 ÷ 給水原価 × 100 

     ◎供給単価   ＝ 給水収益 ÷ 有収水量 

                    ・・・使用者が負担する水道水１m3当たりの単価 

     ◎給水原価   ＝  （経常費用※61 － 長期前受金戻入※62） ÷ 有収水量 

                    ・・・水道水１m3を給水するのに必要な費用 

 
※60  有収水量とは、給水量のうち料金収入の対象となった水量 
※61  経常費用とは、職員給与費、委託料や減価償却費などの本来の営業活動から発生する営業費用と、支払利息などの本来

の営業活動以外の活動によって発生する営業外費用の合計をいいます。 
※62  減価償却費のうち、補助金、負担金等に対応する資産の減価償却費相当額を長期前受金戻入として収益計上するものです。  
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ウ  企業債残高の推移 

企業債残高は、建設投資に対して償還額の方が多いため、減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-19 企業債残高などの推移 

エ  補てん財源などの推移 

近年、水源取得のために発行した企業債の元金償還が本格化し、それに要する資金需要が増

加している一方、取得した水源が活用できず減価償却※63が行えない状況にあり、元金償還に充

当すべき損益勘定留保資金※64が発生しないことから、平成28 年度から補てん財源が不足する

状況になっています。この不足を補うため、同年度から資本的収支に継続的に国の基準外とな

る繰入れを行っているため、出資金の額が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-20 補てん財源などの推移※65 

 
※63  減価償却とは、固定資産の使用による経済的価値の減少額を毎事業年度の費用として配分することをいい、この処理ま

たは手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減価償却費といいます。 
※64  損益勘定留保資金とは、資本的収支の補てん財源の一つで、収益的収支における現金の支出を必要としない費用、具体

的には減価償却費などの計上により企業内部に留保される資金をいいます。 
※65  図中の減価償却費等は、長期前受金戻入相当額を控除しており、補てん財源残高は当年度に充当可能な財源の残高を示します。 
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オ  経営指標（平成26 年度～令和5 年度） 

水道事業の経営環境は、その置かれている歴史的、地理的条件により様々であり、一律の基

準をもって経営が健全か否かを判断することは困難です。しかし経営指標の経年的な変化や類

似した経営環境の事業体との比較・検討をすることで、本市の特徴、問題点を明らかにし、今

後の事業経営の参考としていきます。 

 

表 ３-7 経営指標※66の推移 

 

  

  

 
※66  ・類似団体とは、全国の末端給水事業者のうち、給水人口が３万人以上5 万人未満の事業者をいいます。 

・経常収支比率とは、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えて

いるかを表す指標をいいます。 

・累積欠損金比率とは、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等

でも補てんすることができず、複数年度にわたり累積した損失）の状況を表す指標をいいます。 

・流動比率とは、短期的な債務に対する支払能力を表す指標をいいます。 

・企業債残高対給水収益比率とは、給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標をいいます。  

・料金回収率とは、給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標をいいます。料金水準等を評価

することが可能です。 
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（2） 組織の状況 

千葉市水道局は、水道総務課と水道事業事務所から構成されており、職員数は水道局長をはじ

め、22 人で水道事業の運営を行なっています。15 年前と比較して職員数が減少していますが、

これは上下水道料金徴収一元化をきっかけに事務を下水道部局に依頼したことや、業務の合理化

による組織改正があったことが理由です。 

また、5 年以上の経験を有する職員については、経験豊富な団塊の世代が定年を迎えたことな

ど、15 年前と比較して減少しています。 

今後は、人事異動などにより経験豊富な職員を確保することが厳しい中で、職員の技術の継承

及び知識の向上を図るなど人材の育成に努める必要があります。 

 

表 ３-8 水道局職員の所属年数 

（令和７年3 月末現在）      

水道局職員所属年数 
職員数（人） 

平成21 年度 令和６年度 

５年未満 14 17 

５年以上10 年未満 9 5 

10 年以上15 年未満 0 0 

1５年以上20 年未満 0 0 

20 年以上 4 0 

合 計 27 22 

1 人あたりの平均所属年数（年） 8 3 

◎平均所属年数は、少数第1 位を四捨五入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
・給水原価とは、有収水量１m3あたりについて、どれだけ費用がかかっているかを表す指標をいいます。 

・施設利用率とは、一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標を

いいます。 

・有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標をい

います。資産の老朽化度合を示しています。 

・管路経年化率とは、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示しています。 

・管路更新率とは、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標を差し、管路の更新ペースや状況を把握できます。 
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第４章  水道事業の基本方針と基本施策 

 基本方針 

千葉市水道局は、前章で述べたとおり水道施設の耐震化対策や老朽化対策、水道水の安全性を確保す

るための新たな水質基準への対応など、様々な課題を抱えています。加えて将来的には人口減少に伴い

水需要と料金収入が減少傾向に転じることが想定される中、直面する課題をしっかり受け止め、一つで

も多くの課題を解決しながら安定した事業運営をしなければなりません。 

水道事業には、水道が社会生活を支える重要なライフラインであるが故に、自然災害等による被災を

最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧できる水道であること、給水人口や給水量が減

少した状況においても、安定期な事業運営が可能な水道であること、お客様が、いつでもどこでも、水

をおいしく飲める水道であることが求められます。 

このため、本計画においては、将来における目指すべき理想像を、「強靭」な水道、水道サービスの

「持続」、「安全」な水道という観点から、３つの基本方針として設定し、この計画を着実に推進してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-1 基本方針 
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 基本施策 

３つの基本方針を見据えたうえで、千葉市水道局の抱える課題や事業環境の変化に対処していくた

め、基本方針ごとに分類した取り組みを基本施策とし、具体的な実現方策については類似の内容をまと

める等の整理を行い、以下のとおり定めました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-2 基本施策 

 

 

イ バックアップ体制の強化

（ア）送水管の二系統化

（イ）自家発電設備の能力強化

ウ 応急給水・応急復旧体制の強化

（ア）災害時などの対応力強化

ア 日常の適切な水質監視

（ア）「水安全計画」に基づく水質監視の実施

イ 衛生管理と啓発

（ア）未普及地域の配水管整備

（イ）水道使用者や指定工事店への啓発

ア 計画的な施設更新の推進

（ア）水道施設の老朽化対策

（イ）広域連携強化

（ウ）水道施設の統廃合

エ 技術職員の育成と技術力の確保

（ア）人材育成と技術水準の確保

イ 費用の削減と収益の確保

（ア）水源活用方策の検討

（イ）水道料金改定

（ウ）収益確保の取組み

ウ 環境への配慮

（ア）カーボンニュートラルの実現に向けた取組み

ア 計画的な耐震化の推進

（ア）浄水場等の耐震化

（イ）管路の耐震化
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第５章  実現方策と計画目標 

 

本計画期間における実現可能な取り組みを以下に示します。 

 実現方策 

（１） 「強靭」に関する実現方策 

ア 計画的な耐震化の推進 

（ア） 浄水場等の耐震化 

千葉市水道事業長期施設整備計画で設定した更新基準を考慮した上で、上下水道耐震化計画で

定めた耐震化する浄水場等（「急所施設」である配水池・ポンプ場等）を耐震化します。詳細な

耐震診断が必要な施設については、詳細耐震診断を実施し、その結果から耐震化についての整備

内容等を検討します。 

また、広域的な事業連携や施設統廃合など、将来的な水道施設の運用を検討し、耐震化の優先

順位に反映させます。 

 

（イ） 管路の耐震化 

千葉市水道事業長期施設整備計画で設定した更新基準を踏まえ優先度を考慮した管路の更新に

合わせて耐震化（老朽化対策による更新（新設を含む）時に耐震管を採用）を行うとともに、上

下水道耐震化計画で定めた耐震化する管路（避難所等の「重要施設」に接続する水道管路、「急

所施設」である導水管・送水管）、緊急輸送道路（災害直後から、物資供給等の応急活動のため

に、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線）に埋設している管路、施設と施設を結ぶ管路など

を優先的に耐震化します。 

また、広域的な事業連携や施設統廃合など、将来的な水道管路の運用を検討し、耐震化の優先

順位に反映させます。 

 

イ バックアップ体制の強化 

（ア） 送水管の二系統化 ≪令和5 年度に完了≫ 

平川系を他の系統と相互連絡させるため、平成25 年度より大野台送水ポンプ場から平川浄水

場への送水管の二系統化工事を実施しております。本計画期間中においても工事を継続し、大野

台送水ポンプ場と平川浄水場間の送水管布設及び送水に係る設備整備を行い、令和6 年度から

当系統を供用開始しました。 

この二系統化により、災害等に千葉県企業局誉田給水場と平川浄水場を結ぶ送水管が断水した

場合でも、大野台送水ポンプ場から平川浄水場に送水することができ、平川系のお客様にも給水

の継続が図れます。引続き、安定給水に資する運用を継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 送水管の二系統化 

 

（イ） 自家発電設備の能力強化 ≪大木戸浄水場は令和13 年度に予定≫ 

過去の災害による停電等の経験から、浄水場等への自家発電設備の整備や停電を考慮した燃料

タンク容量の増量等の整備を推進します。 

本計画期間中においては、平川浄水場の自家発電設備の更新及び停電を考慮した燃料タンク容

量の増量等の整備が令和4 年度に完了しました。他の浄水場等についても、設備更新に合わせ

て能力強化の整備を進めていきます。 

 

ウ 応急給水・応急復旧体制の強化 

（ア） 災害時などの対応力強化 

「千葉市水道事業震災対策計画」や「千葉市水道局業務継続計画（BCP）」は、現状の施設な

どを基準に策定していることから、事業の進捗などの変化を的確にとらえ、定期的に見直しを行

い、より実効性のある計画となるよう努めます。 

また、災害が発生した場合に備え、様々な協定における関係機関との協力体制や、上下水道一

体の連携体制の確立に努めます。 

さらに、毎年実施している震災対策訓練におきましては、様々な被害を想定しつつ、迅速な応

急復旧ができるよう対応力の強化に努めます。 

 

表 ５-1 「強靭」に資する実現方策のスケジュール 

 
◎ R7 までの事業量は見込み、R8～R12 の事業費及び延長は概算であり確定しているものではありません。 

（千円・税込）

基本
方針

実現方策

管路の耐震化 L=4.9km（配水管2.5km、送水管2.4km）

送水設備の改良・接続工事

R3 R4 R5 R6 R7

管路の耐震化
水道施設の老朽化対策（管路更新）

R8 R9 R10 R11 R12

管路の耐震化 L=8.8km（事業費 3,079百万円）
強靭

平川浄水場の耐震診断・補強修繕（電気室等） 大木戸浄水場の耐震診断（事業費 59百万円）

浄水場等の耐震化

平川浄水場の自家発電設備の更新（燃料タンク容量増強等）

自家発電能力の強化
《大木戸浄水場は
　　　令和13年度に実施予定》

送水管の二系統化
《令和5年度完了》

工事（設計を含む）

設備更新

工事（計画・設計を含む）

耐震診断 耐震診断補強修繕

設備改良・接続工事
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（２） 「持続」に関する実現方策 

ア 計画的な施設更新の推進 

（ア） 水道施設の老朽化対策 

 

≪管路・設備の更新≫ 

管路や設備（機械、電気、計装等）の更新については、千葉市水道事業長期施設整備計画にお

いて、厚生労働省（現在は、国土交通省）が公表している更新基準の設定例等をもとに更新実績

を踏まえて設定した更新基準を基本とし、法定耐用年数から実使用年数までの間において計画的

な更新を行うとともに、図5-2 のように事業費の平準化を図っています。 

図5-3 のようにR8 以降の事業費については、世界的な物価上昇が事業進捗に与える影響を考

慮し、物価上昇の傾向を加味した事業費に見直します。 

 

 （令和3 年3 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

   図 5-2 法定耐用年数による更新《左図》及び実使用年数の平準化による更新《右図》 

（整備費用は設計費を含む） 

※ 左図の令和3 年度には、既に法定耐用年数を迎えた資産が計上されています。 

 

 

（令和７年3 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 実使用年数の平準化による更新（整備費用は設計費を含む） 

（更新完了R3～R6、更新見込みR7、見直しR8～R12） 

 

 

更新については、千葉市水道事業長期施設整備計画で設定した更新基準年数や、各施設の送・

配水量の大きさ（影響度）や実使用年数に基づく更新基準年度（異常発生リスク）から定めた優

先順位に基づき、計画的に実施します。 
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≪設備の老朽化対策≫ 

更新対象の設備については、すでに多くの設備が更新基準年度を超えていることから、将来の

広域的な事業連携や施設統廃合などを見据え、更新基準年度内で更新できるよう目指します。 

なお、図5-4 左図は全施設の設備更新を示し、また、図5-4 右図は広域連携等による廃止検

討施設を除いた設備更新を示したものです。 

特に重要度が高く、老朽化が著しい大木戸浄水場の設備更新を優先的に実施します。また、更

新しない設備に対しては、定期点検等の適切な維持管理を実施することにより健全性を確認し、

必要に応じて修繕等で対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図中の棒グラフは累計値 

図 ５-4 設備の老朽化状況の推測全施設の設備《左図》及び廃止検討施設を除いた設備《右図》 

 

 

【主な更新対象】 

平川浄水場    ：自家用発電設備※67、ポンプ設備※68、計装設備※69、通信設備※70 など 

大木戸浄水場   ：監視制御設備※71、ポンプ設備、受変電・配電設備※72、無停電電源設備※73 など 

大野台送水ポンプ場 ：受変電・配電設備など（実施設計の結果、対象設備が変わる可能性があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※67  自家用発電設備とは、電力会社から受ける電力とは別に、事業所内で必要な電力を自前で賄うための発電設備をいいます。 
※68  ポンプ設備とは、配水池から需要者まで配水する配水ポンプ、浄水場からの送水ポンプなどの設備をいいます。 
※69  計装設備とは、送配水工程を円滑に管理するために、監視制御を目的に計測機器及び制御設備を装備し、運転管理に関

する情報を把握し、操作に反映させる設備をいいます。 
※70  通信設備とは、水道施設の状況を遠方から監視・制御するために、通信のネットワークや機器などから構成される設備

をいいます。 
※71  監視制御設備とは、送・配水施設などの機器や設備の運転状態、故障状況、水処理工程の各種計測量などの情報を整理

統合し、運転に必要なデータを確実に把握できる監視性を重視した機器により構成されたシステムをいいます。 
※72  受変電・配電設備とは、電力会社などから電力供給をうけるための設備（受電設備）、負荷の電気方式及び電圧に対応さ

せる設備（変電設備）、負荷に配電する設備（配電設備）などから構成される設備をいいます。 
※73  無停電電源設備とは、停電や電圧変動が電気設備の機能や動作に重大な支障を生じないように、無停電で定電圧、定周

波数の交流入力を負荷に供給する設備をいいます。 

〈更新済〉 〈更新済〉 〈更新済〉 
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      通信設備（平川浄水場）           監視制御設備（大木戸浄水場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ポンプ設備（大木戸浄水場）        受変電・配電設備（大木戸浄水場） 

図 ５-5 計画期間に更新を予定している設備の例 

 

≪管路の老朽化対策≫ 

更新対象の管路については、現時点では概ね更新基準年度内で更新ができているものの、今

後、多くの管路が法定耐用年数に到来し、管路経年化率が上昇していくことが予測されます。 

特に、配水量が大きく老朽化した管路（φ200mm 以上）、急所施設や避難所等の重要施設へ

の管路、緊急輸送道路（災害直後から、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保

すべき重要な路線）に埋設している管路を優先的に更新することとし、施設統廃合や管路のダウ

ンサイジング等を検討した上で、適切な施設規模の更新を行います。 

 

優先的に更新する管路 111.2km 

 

本計画期間において更新しない管路に対しては、漏水検査や定期点検等の適切な維持管理を実

施することにより健全性を確認し、必要に応じて修繕等で対応します。 

 

 

≪アセットマネジメント≫ 

千葉市水道事業長期施設整備計画をもとに本計画において、将来必要な更新費用からその財源

の見通し（第６章）を試算しました。持続可能な水道事業の実現には、長期の更新需要・財政収

支見通しに基づく計画的な施設更新・資金確保が必要不可欠であり、健全な水道を次世代へ確実

に引き継ぐため、千葉市水道事業長期施設整備計画の見直しを行い、アセットマネジメントの継

続的な実施に努めます。 
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（イ） 広域連携強化 

国土交通省（策定当時、厚生労働省）は、新水道ビジョンの中で、事業の広域化が、効率的に

水道事業の運営基盤強化を図るための有効な手段として考えられるとし、水道事業者が積極的に

近隣水道事業者との広域化の検討を進めることを望んでいます。このような水道関係者の取り組

みの推進について、単独での対応に限界がある場合には、近隣の水道事業者や水道用水供給事業

者、関係行政機関などの立場を越えて連携することが重要となります。 

また、総務省は、地域の実情に応じ、経営基盤の強化、経営効率化の推進などを図るため、広

域的な連携強化（事業統合、経営統合、維持管理・事務処理の一体化、施設の共同化など）につ

いても一方策として検討するよう求めています。 

このような状況を踏まえ、平成30 年12 月に、千葉市は千葉県に対して、「千葉市水道事業

と千葉県水道事業の事業統合を求める意見書」を提出しました。千葉県は、千葉市を含む京葉ブ

ロックのあり方ついて、令和5 年3 月に策定した「千葉県水道広域化推進プラン」の中におい

て、「地域の水道事業の在り方について、京葉ブロック※74内の11 市及び県企業局とともに理

解・納得が得られる形を目指して、経営の安定に資する取り組みについて、検討・協議を継続し

ていく」とし、当面の具体的取組内容を取りまとめました。 

この検討協議には相当の時間を要することが想定されたため、まずは市営水道が抱えている未

活用水源などの課題解決と県内の水の安定供給に資する効果的な手法を県市所管部局で検討を進

めるところから始め、令和6 年11 月に、「第3 回千葉県と千葉市の連携推進会議」を開催し、

下記「確認事項」のとおり、広域連携の取り組み検討を進めることについて合意を交わしまし

た。 

今後は、県市の所管部局で詳細な条件等を協議していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-6 広域連携の取組検討の合意 

 

 
※74  千葉県内の水道事業体は、現在の水道用水供給事業体とその構成市町村の枠組みを基本とし、８つのブロックに分けら

れています。京葉ブロックは、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、市原市、鎌ヶ谷市、浦安市、印

西市、白石市の11 市で構成され、千葉県、千葉市、市原市、松戸市、習志野市、成田市、印西市、白井市の水道事業

体と、成田市の2 地区の簡易水道事業体が給水しています。 
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（ウ） 水道施設の統廃合 

将来の給水人口の減少が見込まれる中、効率的な事業運営を行っていく必要があるため、施設

の適正規模へのダウンサイジングや統廃合について検討します。 

具体的に緑区では、前項の千葉県と広域連携の協議を進め、構造物（土木・建築）の老朽化が

著しい土気浄水場の廃止に向けた検討を行います。また若葉区では、将来的な更科浄水場及びち

ばリサーチパーク浄水場の廃止に向けた検討を行います。 

 

イ 費用の削減と収益の確保 

（ア） 水源活用方策の検討 

取得した水源（霞ヶ浦開発事業の水利権及び房総導水路施設等の施設利用権）の活用につい

て、関係機関の協力を得ながら、課題と解決策を整理してあらゆる活用方策を見出していきま

す。 

広域連携の取組検討において、保有する未活用水源の活用した第三者委託による受水につい

て、詳細な条件等を協議・検討します。 

 

（イ） 水道料金改定 ≪令和8 年度に予定≫ 

千葉県企業局と同一としている料金体系について、市民負担の公平性の確保を最優先としなが

らも、今後の経営環境、経営状況の推移や様々な方策の進捗状況などを勘案しつつ、本市にとっ

て最適な料金体系のあり方や改定について調査・研究し、必要に応じて料金改定を行います。 

 

（ウ） 収益確保の取組み 

企業債について、人口減少する将来世代への負担を増加させないため、また、企業債償還にか

かる利子負担を抑制するために、事業は必要最低限の老朽化対策や耐震化対策を行うこととし、

また国や県の補助事業等や国の繰出基準に基づく一般会計からの出資金を活用するなど、企業債

の借り入れを可能な限り抑制します。 

その他収益確保のため、催告や給水停止など迅速な未納対策による収納率の維持や、漏水を早

期に発見する漏水調査による有収率の維持に努めます。 

 

ウ 環境への配慮 

（ア） カーボンニュートラルの実現に向けた取組み 

千葉市は、2050 年カーボンニュートラルに向けた新たな目標や施策を盛り込んだ「千葉市

地球温暖化対策実行計画（2023 年3 月）」を策定しました。この計画に基づき、市関係部局と

調整しながら、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を抑制するなど、カーボンニュ

ートラルの実現に向けた取組みについて検討します。 
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エ 技術職員の育成と技術力の確保 

（ア） 人材育成と技術水準の確保 

新水道ビジョンでは、「水道事業従事職員は、地方公共団体職員全体の削減割合に比べて、削

減率が高い状況にあるうえ、さらに水道事業部局を超えた頻繁な人事異動による専門性の低下」

が懸念されています。千葉市水道局も同様の状況にあることから、水道事業に携わる職員として

の専門的知識を習得するため、国土交通省、日本水道協会などが主催する各種研修へ積極的に参

加します。 

また、研修や近隣事業体との交流で得た知識や経験については、あらゆる機会を通じて、市民

や子どもたちに水道事業への理解や水の大切さへの認識を深めていただけるよう、人材育成に努

めます。 

持続可能な水道施設の運用を実現するためには、安定した技術水準の確保と、次世代への技術

力の継承が不可欠であるため、組織としての技術力を持続的に維持し、効率的で安全な施設運用

を可能とする手法について検討します。 

 

 

表 ５-2 「持続」に資する実現方策のスケジュール 

 
◎ R7 までの事業量は見込み、R8～R12 の事業費は概算であり確定しているものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円・税込）

基本
方針

実現方策 R8 R9 R10 R11 R12

持続
水道施設の老朽化対策
（長期施設整備計画の改定）

水道施設の統廃合
《広域連携とともに検討》

R3 R4 R5 R6 R7

長期施設整備計画（アセットマネジメントを含む）の改定
（事業費 63百万円）

平川浄水場の設備更新、大木戸浄水場の設備設計
平川浄水場・大木戸浄水場の設備更新、大野台送水ポンプ場の

設備設計・更新（事業費 2,705百万円）

水道施設の老朽化対策（設備更新）

土気浄水場等の廃止に向けた検討

設備更新工事（設計を含む） 設備更新工事（設計を含む）

統廃合の検討

計画改定
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（３） 「安全」に関する実現方策 

ア 日常の適切な水質監視 

（ア） 「水安全計画」に基づく水質監視の実施 

「水安全計画」に基づき、水源から給水栓に至る総合的な水質管理を実現させ、安心しておい

しく飲める水道水を安定的に供給すべく、水質監視の実施に努めます。水道水中のＰＦＯＳ（ピ

ーフォス）・ＰＦＯＡ（ピーフォア）については、令和8 年4 月から、水道法に基づく水質基準

項目へと引き上げられることから、適切な水質監視ができるよう、適宜「水安全計画」を見直し

ます。 

また、自己水源である地下水については、水量や水質を維持するため、定期的に井戸の水位測

定や設備点検を行い、将来にわたり自己水源が有効に活用できるよう努めます。また、予備水源

（緊急用井戸）の適切な維持管理にも努めます。 

 

イ 衛生管理と啓発 

（ア） 未普及地域の配水管整備 

市民の生活環境の改善や公衆衛生の向上を図るため、給水要望に応じて未普及地域※75への配

水管などを整備することを検討し、未普及地域の解消に努めます。整備完了後は、速やかな供用

開始を目指します。 

 

（イ） 水道使用者や指定工事店への啓発 

お客様や受水槽の管理者に対する適正な水質維持のための直結方式への切り替えの推奨や受水

槽点検・検査の助言や、指定工事店への講習会等を活用した給水装置工事施行基準※76に基づい

た指導・助言などの啓発を継続して実施します。 

災害時の停電等により増圧ポンプが停止し、マンション等の各部屋に水を送れなくなったとき

も、地上階で水道を使用することができるよう、非常用給水栓等の普及促進に努めます。 

※ 台風等の停電により、マンションなどの各住戸へ給水する増圧ポンプが停止しても、非

常用給水栓が設置されていれば、地上階では水道を使用することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-7 非常用給水栓 

 

 
※75  未普及地域とは、給水区域内において、新たに配水管を布設することにより給水が可能となる地域をいいます。 
※76  給水装置工事施行基準とは、給水装置の配水管ヘの取付口からメーターまでの工事の施行に関し、当該工事に用いる給

水管及び給水用具の構造及び材質の基準、工法並びにその他の工事上の条件について定めたものをいいます。  
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表 ５-3 「安全」に資する実現方策のスケジュール 

 

◎ R7 までの事業量は見込み、R8～R12 の事業費及び延長は概算であり確定しているものではありません。 

 

 

  

（千円・税込）

基本
方針

実現方策 R10 R11 R12

配水管整備 L=6.3km（事業費 976百万円）

安全 未普及地域の配水管整備

配水管整備 L=5.9km

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

工事（設計を含む） 計画・設計 工事
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 計画目標 

実現方策で掲げた具体的な整備方針等について、主要な項目の計画目標を設定します。 

なお、社会環境の変化や、事業の進捗状況により、必要に応じて適宜見直しを図ります。 
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第６章 収支計画（令和３年度～令和１２年度） 

 

収支計画は、現行の水道料金体系により給水収益を積算するとともに、これまでの実績と、整備計画

を含めた本計画期間内において取り組む方策を勘案し策定しました。 

一般会計繰入金については、令和８年度以降は、資本的収支における繰入金が減少していくものの、

収益的収支における繰入金が増加傾向となる見込みで、全体額としては令和8 年度の約18 億円をピー

クに10 年度までは概ね横ばいで推移し、計画期間後半には減少する見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-1 一般会計繰入金の推移 
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  収支の見通し 

（1） 給水収益などの見通し 

給水収益については、計画期間中盤に新清掃工場の稼働や水道料金の改定などから上昇が見

込まれますが、給水人口は徐々に減少するため、上昇後は減少傾向となる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-2 給水収益などの推移 

 

 

料金回収率についても、引き続き50％前後で推移し、概ね横ばいとなる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-3 料金回収率などの推移 
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（2） 企業債残高などの見通し 

企業債残高は、令和9 年度までは減少していく見通しです。しかし、老朽化した施設の更新や

自然災害に対する取り組みに多くの資金需要が見込まれ、償還額に対して借入額が多くなるた

め、残高は増加に転じる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-4 企業債残高などの推移 

 

補てん財源が枯渇した状況が続くため、引き続き、資本的収支に国の基準外となる出資金の繰

入れを行いますが、企業債償還額の減少に伴い資本的収支の不足額が減少すること、更新事業に

係る減価償却費の増加に伴い損益勘定留保資金が増加することなどから、出資金の額は徐々に減

少していく見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-5 補てん財源などの推移※77 

 
※77  図中の減価償却費等は、長期前受金戻入相当額を控除しており、補てん財源残高は当年度に充当可能な財源の残高を示

します。 
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  収支計画 

 

表 ６-1 収益的収支、資本的収支の推移

 

 

 

 

◎参考資料として令和３年度～１２年度の収支計画（詳細版）を巻末に添付します。 
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第７章  フォローアップ 

 

本計画の進捗管理は、計画を実行して、点検・評価し改善する一連の流れにより行います。 

毎年度行う点検・評価に関しては、次年度以降の事業の推進につなげるとともに、PDCA サイクルに

基づき、概ね5 年に1 回の頻度で、必要に応じて計画の見直しを行います。 

なお、評価に関しては、水道事業運営協議会※78に諮
はか

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※78  水道事業運営協議会とは、市長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する事項について協議し、または必要と認める事項

について調査し、市長に意見を具申するものです。 
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 1 収支計画（収益的収支） 

 

 

 

  

【参考資料】 
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2 収支計画（資本的収支） 
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3 給水収益・受水費 
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4 水道事業の広域化（統合）イメージ 

 

 国土交通省（当時、厚生労働省）は、新水道ビジョン（平成25 年3 月）にて、水道事業の運

営基盤強化を図るための効率化を考慮すれば、新設又は更新すべき施設の統廃合や再配置の検討

が必要となり、その際には事業の広域化が有効な手段として考えられることから、水道事業者は

積極的に近隣水道事業者との広域化の検討を進めることが望まれるとしています。 

下図のように、新たな水道広域化のイメージとして、事業統合に限らず、将来を見据えた戦略

的な広域化の検討も必要であり、各業務部門の共同化（料金徴収、維持管理、水質管理など）を

はじめとした幅広い検討が考えられます。 

 事業統合が最終的な目標ですが、短期間での達成は困難なことから、まず施設の共同化などの

施策を検討し、統合・広域化に向けて協議・調整を行っていきます。 

 

 

 

 

  

新たな水道広域化のイメージ（国土交通省ＨＰ） 
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